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一
中
「
リ
ユ
ウ
チ
ン
種
の
ス
ウ
イ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
」
の

下
に
「
、
ポ
メ
ロ
」
を
加
え
る
。

四
中
a

を
b

と
し
、
`

を
a

と
し
、
_

の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

`

ポ
メ
ロ
の
生
果
実
に
つ
い
て
は
、
低
温
処
理
施

設
に
お
い
て
、
生
果
実
の
中
心
部
が
一
度
に
な
つ

た
後
、
引
き
続
き
十
二
日
間
そ
の
温
度
で
消
毒
す

る
こ
と
。

六
の
`

中
「
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
」
を
「
、
束
ね
た
こ

ん
包
又
は
こ
ん
包
を
収
容
し
た
コ
ン
テ
ナ
ー
」に
改
め
る
。

九
中
「
こ
ん
包
」
の
下
に
「
又
は
こ
ん
包
を
収
容
し
た

コ
ン
テ
ナ
ー
」
を
加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
八
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
十
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十

五
年
四
月
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
三
十
七
号
（
台

湾
産
ポ
ン
カ
ン
、タ
ン
カ
ン
、リ
ユ
ウ
チ
ン
種
の
ス
ウ
イ
ー

ト
オ
レ
ン
ジ
及
び
れ
い
し
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
一
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
一
年
十
二
月
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

玉
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徳
一
郎
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